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ジェイ・ディ共済協同組合

必読 11 共済の掛金共済の掛金

受託車（客車）の事故補償ができない主な場合

1.共済掛金の払込みは、事故補償（共済金支払い）の前提条件です。

2.共済掛金は、契約期間の1年分の金額を12分割したもので、 
毎月払込みいただきます。

3.共済掛金は、毎月25日までに翌月分の掛金を払込みいただきます。
最終払込指定日までに共済掛金の払込みが無い場合は、共済契約が失効となり、払込み
期日から着金日までの間に起きた事故の補償はできません。

4.共済掛金は、必ず本組合の請求金額どおりに払込みいただきます。

5.共済掛金の払込み遅延や金額不足の場合は、事故補償（共済金支払い）ができません。 
（事故発生時に共済掛金の滞納や不足があったとき、事故補償（共済金支払い）はできま
せん。）

6.共済掛金が3ヶ月分滞納になった場合は、共済契約が解除となります。

7.共済掛金は、契約期間（1年）中の損害率（%）＝　　　　　　  ×１００により、翌年度契
約分の全車両に対して、減額または増額されます。 

（ただし、交通事故傷害共済の掛金の変更はありません。）

1.共済掛金が請求金額どおりに期限内に払い込まれていない場合

2.随伴車両の登録がない場合

3.従事者の登録がない場合

4.２種免許を所持していない場合

5.車検切れ車両や違法改造車両の場合

6.交通事故以外の損傷や受託前から存在する損傷

7.駐車場預かり中の損傷や受託中の盗難

8.運転者の故意又は重大な過失による事故で生じた損害

9.自然災害など不可抗力によって生じた損害

年間共済金支払額
年間共済掛金総額



ジェイ・ディ共済協同組合

必読 22 登録が基本登録が基本

受託自動車共済契約においては、随伴車両登録と従事者（運転者）登録が必要不可欠な登
録事項です。

共済による事故補償（共済金支払い）は、共済契約上、登録済の随伴車両及び登録済の従
事者についてのみ行われます。

随伴車両や従事者に変更が生じたとき、その変更登録を怠っている間に万一登録してい
ない随伴車両又は従事者に係る事故があった場合、たとえ共済掛金が払込まれていたと
しても、共済契約上、事故補償の対象になりません。
登録日時は登録届に基づいて登録される日時よりさかのぼることはありません。

変更届に記入漏れ（車両の番号、氏名、フリガナ、生年月日など）があるときは登録できま
せん。 
随伴車両の入替・増車による変更届は、車検証のコピーが届いたときをもって登録可能
となります。

従事者の登録は、代表者をはじめ、アルバイト、臨時を含む運転代行業務を行う従事者全
員が登録対象です。たとえ1日だけの臨時勤務であっても乗務前に従事者登録がなされ
ていないときは、万一事故があった場合、事故補償が受けられません。

運転代行従事者のための交通事故傷害共済は、受託自動車共済と補償の内容が異なり、
別契約となっておりますので、従事者登録とは別に加入者登録が必要となります。

1.
　

2.

3.

4.

5.

6.

契約の際は、認定証のコピー（新規開業の場合は認定後)と
随伴車両の車検証のコピーの添付が必要です。

登録は共済契約の
基本事項であって
いちばん大切です

〔増車届による登録と掛金〕
（１）増車届による車両登録日から追加掛金の最終払込指定日までに着金があれば、増車

登録日から事故補償の対象となります。
（２）掛金の最終払込指定日を経過して着金があった場合は、着金日の午後４時からの補

償となります。
〔減車時の掛金〕
（１）翌月分の掛金請求書が発行された後に減車が生じた場合は、請求書の訂正・再発行

はできませんので、請求書どおりの金額で掛金を払込んでいただき、掛金の減額は
次の請求書で精算いたします。

（２）減車分を差し引いて払込まれると、請求額と異なるため掛金不足扱いとなり、事故
補償ができません

登録事項については、電話のみによる受付はできません。

登
録
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必読 33 認 定 証

2種免許

認 定 証

2種免許

1.認定証は運転代行事業者に対して国が交付するもので、この認定証を取得した
事業者だけが運転代行業を営む資格があります。 
従って、認定申請中の期間は、まだ運転代行事業を行うことができません。

2.ジェイ・ディ共済の組合員資格は、「認定業者又は認定を受けようとする者」と
定款に定められております。認定証は組合員であることを証明するものです。 
認定証により組合員事業者であることの確認が行われて、はじめて事故の受付
が可能となります。

3.新規開業のため認定申請する場合は、あらかじめ随伴車両すべてに損害賠償共
済契約を締結しておく必要があります。ただし、認定日以前の事故は補償の対
象になりません。

4.認定申請の際に届出た事項（社名、随伴車両台数、共済契約期間、など）に変
更が生じた場合は、警察署へ変更届を行わなければなりません。 
（変更届は本組合へも同時に行っていただきます)

1.運転代行の客車運転者は、2種免許取得者であることが義務付けられています。
（道路交通法) 
2種免許なしで運転代行業務を行うと無免許運転となり厳しく罰せられます。

2.運転代行業務は、受託自動車（客車）にお客様が同乗した状態で運転を引き受
けるため、2種免許運転者は絶対に必要です。

3.共済金が支払われる事故のうち、圧倒的に多いのが車両事故です。 
しかし、2種免許なしで発生した車両事故については共済金の支払いはできま
せん。

4.事故報告の際には、客車運転者の2種免許証の写しが必要です。
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必読 44 事業者の責任事業者の責任
運転代行業法は代行業務の適正な運営を確保し、これにより「交通安全」と「利
用者保護」を図ることを目的としています。これを受けて運転代行業を営む
事業者は、法律を守り適正な業務を実施する責任があります。

法律は、運転代行業を行う資格を「認定」を受けた運転代行事業者に与えてま
す。加えて、この事業者が雇用した従事者が代行業務を行うことを認めてい
ますが、このことは事業者が従事者の業務のすべてについて管理・監督を行い、
その責任を事業者が負うことを前提としています。

（1）運転代行の従事者が業務中にスピード違反や駐停車違反などの法令違反により、
行政から是正指示を受けて、違反点数を課された結果、その累積点数が一定
基準を超えた場合は、事業者は営業停止処分（6ヶ月以内)を受けます。

（2）運転代行の従事者が2種免許なしで代行業務を行い、これを事業者が下命又
は容認した場合、事業者には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科さ
れます。

（3）受託自動車共済（又は保険 )に加入せずに代行業務を行った場合、違反点数
が課されて、その結果、事業者は営業停止処分（6ヶ月以内)を受け、場合に
よっては30万円以下の罰金刑に処せられます。

（4）運転代行事業者が懲役又は罰金の刑に処せられた場合には、認定が取消され
ることになります。

例1　法令違反に係る事業者の責任

「認定」を受けた事業者
の責任は重い



ジェイ・ディ共済協同組合

①　持込車は、持込先の事業者が随伴車両として管理しなければなりません。持込
車は全て、事業者名で共済契約がなされ、事業者名で掛金の払込みが行われる
ことになります。

②　持込車による代行中の事故は、全て事業者の責任となり、損害賠償の責任は事
業者が負うことになります。

③　事故補償による損害率に基づき、翌年の共済掛金の増額は持込車を含む契約車
両全部に及びます。

①　持込車の人は、持込先の事業者の従事者として雇用関係になければなりません。
事業者は持込車の人を従事者として管理・監督する責任があります。

②　持込車の人が、事業者と業務請負契約を結んで、事業者の会社名を使用して、
主体的に代行業務を行う場合は、持込車の人は個人事業者として認定を受けな
ければなりません。

③　持込車による代行では、業務請負契約がありますが、この契約の中味は、営業
上の協定を骨子としたものが一般的で、損害賠償や法令違反など、事業者責任
の所在が不明確となりがちなため、この点が問題になります。 
また、請負契約の内容によっては、事業者は名義貸しの罪に問われるので注意
が必要です。

④　事業者は代行業への従事制限のある者（禁固以上、又は罰金刑に処され、その
執行が終わり、又は、執行を受けることがなくなってから2年を経過してい
ない者)であることを、知っていながら従事者として雇用することは禁止され
ています。　

例2　持込車に係る事業者の責任

（1）　持込車の車に係る責任

（2）　持込車の人に係る責任
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受託対象車  受託対象車  
〔事故補償の対象車〕  

ジェイ ・ディ共済は 、事故補償の 

対 象となる受託自動車 （顧客車 ） 

の車種を共済契約約款の中で規定 

していま す。 これは 、非常に大切 

な ことですから 、 受託車 （ 顧客車 ） 

が事故補償の対象車かどうか 、あ 

らかじめ再確認しておきましょう。 

事故補償の対象となる 
受託車（顧客車）の車種 
普通2種免許で運転できる車 

最初の 

ナンバー 
ナンバープレートの表示 

自家用普通乗用車 3 3、30～ 39、300～ 399

自家用小型乗用車 
5 5、50～ 59、500～ 599

7 7、70～ 79、700～ 799

自家用普通貨物車 

2） 

1 1、10～ 19、100～ 199

自家用小型貨物車 4 4、40～ 49、400～ 499

  車用乗軽用家自 ◯ 軽 50 50～ 59、500～ 599

  車物貨軽用家自 ◯ 軽 40

営業用普通乗用車（※ 3

40～ 49、400～ 499

自家用特種用途車（※ 1） 
 ◯ 軽 

8 8、80～ 89、800～ 899

3、30～ 39、300～ 399

2） 営業用小型乗用車（※ 5 5、50～ 59、500～ 599

2） 営業用軽乗用車 （※ 

（※ 

◯ 軽 50

2） 営業用軽貨物車 ◯ 軽 40

80 80～ 89、800～ 899

50～ 59、500～ 599

40～ 49、400～ 499

（※ 1）違法改造車、車内外に装備された備品・設備を除く。 
（※ 2） ○休業補償：営業用車の修理期間21日を

 限度として、補償額は20万円を超えな
 いものとします。 
○免責条項：営業用車の事故の損害が次の
 事項に該当するときは免責となります。 
 営業用車に付帯する営業用設備並びに機
 器等（料金メーター、その他の営業用備
 品等）、積荷等（商品、サンプル、その
 他） 

営業用車も 営業用車も 
受託対象車に追加！ 
事故補償の対象です。 
まず、車種・条件の確認を！ 

必読 55

事故補償の対象車種 
を必ず確認のこと！ 



ジェイ・ディ共済協同組合

必読 66
事故 　対応事故 　対応が起きた

と き の

1.事故報告

2.相談しながら事故処理を

事故通知義務

3.事故対応は必ず誠意をもって
（事故係と連絡をとってください）

（所定の報告書用紙をご使用ください）

万一事故が発生した場合には、まず、被害者に対しすみやかに救済措置を取り、最寄
りの警察署へ事故届けを出すとともに、下記の事項（   ～   ）をジェイ・ディ共済協
同組合事故係へ必ずＴＥＬ・ＦＡＸにてご報告ください。

お客様・被害者の個人情報の取扱いについてはなによりも救済や補償のために誠心・
誠意を尽くすこと、そのための個人情報であると心に銘記して、大切に取扱いましょう。

・ 組合員のお名前

・ 事故発生の

　 日時、場所、届出警察署名

・ 事故の状況

・ 随伴車両のナンバー、

　 運転者氏名

・ 運転者氏名、所有者の住所、

　 氏名、連絡先

・ 車種、ナンバー、修理工場

・ 加入任意保険会社名

・ 自動車以外の損害物の内容

・ 被害者の住所、氏名、連絡先

・ 病院の名前、連絡先

・ 負傷の程度

・ 運転者氏名

・ 所有者（使用者）の住所、氏名、

　 連絡先

・ 車種、ナンバー、修理工場

代車が必要な場合
示談する場合
訴訟を提起する場合、又はされた場合

1
事故が発生した場合は、円満な示談解決のために
お客様・被害者に対し、お詫び、直接お見舞い等で
きる限り誠意を尽くしてください。

事故状況
について

1 相手方
〔対物〕
について

3

人身事故
の場合

4

お客様車両
（受託自動車）
       について

2

2

3

1 4

事故が発生した場合は、発生日から60日以
内に事故内容の通知を本組合へ行ってくだ
さい。事故通知義務を怠った場合は共済金
をお支払いできないことがあります。

事 故 の電 話 受 付

0120-25-9561
0120-88-7654
0120-21-4455

FAX
24時間

平　日
10:00

18:00

電話オペレーターが対応
専用

夜　間
休祝日

〜

事故受付専用のTEL・FAX

0120-88-7654ＴＥＬ
24時間 夜間・休祝日は電話オペレーターが承ります

0120-25-9561ＦＡＸ
24時間

事故受付専用ダイヤルは事故以外の内容の受付はいたしません

事故受付専用のTEL・FAX

0120-88-7654ＴＥＬ
［受付］平日（月～金）10:00～18:00
［オペレーター対応］夜間18:00～翌日10:00 及び 土日・祝日

ＦＡＸ

事故受付専用ダイヤルは事故以外の内容の受付はいたしません

0120-88-2508
［受付］24時間 365日
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〔　　　　　　　〕

業務の安全確保業務の安全確保
1． 安全なペア走行のために

2． 車庫出し入れ時の事故防止

客車運転者と随伴車運転者の連係業務

〔　　　　　　〕ちょっとした気配りが大切

運転代行を引受ける運転者は、顧客の生命と財産を預かる運転のプロ、ペア走行のプロで
あるべきです。客車運転者と随伴車運転者による代行業務の遂行に欠かせない連係業務の
要点をみんなで再確認しましょう。

11

11

業務前

22 業務中

客車の外観、損傷の有無を調べる。

22 車庫出しは、随伴車運転者が誘導する。

33 代行ルート（順路）を確認する。
顧客が複数の場合は特に注意が必要。

44 客車運転者は、後続の随伴車をいつも視野に入れて動きを注視する。

33 業務後

99 次の仕事が待っている、時間が足りない、などから飛ばし過ぎる傾向があり、非常
に危険。２人で注意し合って次の仕事に向かう。

55 客車運転者は、交差点の信号の変わり目を判断して決してムリをしない。右折、左
折を早めに確認して随伴車へ伝達する。

66 双方の運転者は、必要に応じて、パッシングライトやハザードランプの合図で伝達
し合う。発進、停止の合図は２人で事前に打ち合わせておく。

77 車間距離を適切に確保するためにスピードを適切にコントロールする。急加速、急
ブレーキは厳禁。

88 目的地に到着後の車庫入れは、随伴車運転者が車から出て客車を誘導する。

（１）２人のイキの合った連係プレイが大切です。
運転代行業務の最初と最後、つまり客車を車庫や駐車場から出すとき、そして最後に車
庫へ入れるとき、この出し入れ時に起きる車の破損事故が、頻発しています。
この初歩的なミスを防ぐためには、客車運転者に注意を促して誘導する随伴車運転者、
この２人の息の合った連係プレイが必要不可欠です。事業者はこの点をふまえて、運転
者に連係プレイの大切さを強調してください。

（２）車両事故が起きたとき、損傷個所をしっかり確認しましょう。
不幸にして、車両事故が発生してしまったときは、必ずお客様と一緒に損傷個所をしっ
かり確認してください。
後になって、別の個所にも損傷があったと指摘されると、はっきりと否定できない場合
があり、トラブルになりかねません。できれば損傷個所を確認する際、携帯カメラで撮
って記録しておくと決定的なポイントになるでしょう。

必読 7





10.11.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


